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地
域
福
祉
の
増
進
に
寄
与

細
村
道
子
さ
ん
（
西
今
町
）

山
林
の
保
護
育
成
に
寄
与

北
川
利り

一い
ち

さ
ん
（
犬
方
町
）

地
域
農
業
の
振
興
に
寄
与

北
川
九く

一い
ち

郎ろ
う

さ
ん
（
松
原
一
丁
目
）

養
護
老
人
ホ
ー
ム
金
亀
荘
の

運
営
に
寄
与

木
村
和
子
さ
ん
（
大
藪
町
）

若宮芳
よし

太
た

郎
ろう

さん
（大橋町）

商
工
業
の
振
興
と
発
展
に
貢
献

商
工
業
の
振
興
と
発
展
に
貢
献伊藤敬

けい

一
いち

さん
（芹川町）

商
工
業
の
振
興
と
発
展
に
貢
献

商
工
業
の
振
興
と
発
展
に
貢
献

一円泰
たい

三
ぞう

さん
（元　町）

観
光
の
振
興
と
発
展
に
貢
献

日夏榮
えい

一
いち

さん
（日夏町）

社
会
福
祉
の
増
進
に
貢
献

伊藤康雄
　

さん
（平田町）

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
と
し
て

市
勢
の
発
展
に
貢
献

野
の

路
じ

井
い

宏
ひろ

之
ゆき

さん
（馬場一丁目）

選
挙
管
理
委
員
と
し
て

市
勢
の
発
展
に
貢
献

茶
道
の
普
及
振
興
に
尽
力

川
かわ

分
わけ

正彦さん
（後三条町）

美
術
︵
日
本
画
︶
の
普
及
振
興
に
尽
力

北
　

村利雄さん
（立花町）

美
術
︵
洋
画
︶
の
普
及
振
興
に
尽
力

美
術
︵
洋
画
︶
の
普
及
振
興
に
尽
力

大道光
みつ

一
かず

さん
（日夏町）

美
術
︵
書
︶
の
普
及
振
興
に
尽
力

66回目の市制施行記念日にあたる２月11日、彦根プリ
ンスホテルで「彦根市功労者および文化功績者等表彰式」
が行われます。これは、市の条例や規則などに基づき、市
勢の振興・発展や、本市の芸術、郷土文化の向上・発展に

尽くされた皆さんを表彰するものです。
市功労者８人、文化功績者５人のほか、公益の増進に寄
与された４人の皆さんに表彰状、感謝状が贈られます。

（順不同）

彦
根
市
功
労
者

彦
根
市
文
化
功
績
者

一
般
表
彰

感
謝
状
贈
呈

6広報ひこね　平成15年２月１日

つ
い
て
」
と
「
慣
行
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
」

の
協
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

ま
た
「
一
般
職
の
職
員
の
身
分
の
取
り
扱
い

に
つ
い
て
」
と
「
特
別
職
の
身
分
の
取
り
扱
い

に
つ
い
て
」
の
２
項
目
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
、
協
議
会
で
出
さ
れ
た
主
な
意
見

に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

活
発
な
議
論
が
展
開

◆
新
市
の
名
称
に
つ
い
て

・
公
募
で
は
、
現
在
の
１
市
３
町
の
名
称
も
含

め
て
、
新
し
い
市
に
ふ
さ
わ
し
い
名
前
を
募

集
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

・
文
化
的
、
歴
史
的
な
背
景
を
考
え
る
と
、
現

在
の
各
市
町
の
名
称
は
、
当
然
、
住
民
に
選

ん
で
い
た
だ
く
中
に
入
れ
て
お
く
べ
き
で
あ

り
、
公
募
に
よ
り
選
ば
れ
た
新
た
な
名
称
に
、

現
在
の
各
市
町
の
名
称
を
加
え
て
住
民
ア
ン

ケ
ー
ト
を
実
施
す
る
と
い
う
原
案
に
賛
成
で

あ
る
。

◆
新
市
の
事
務
所
（
市
役
所
）
の
位
置
に
つ
い
て

・
住
民
の
合
併
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、

市
役
所
の
位
置
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
市

役
所
を
10
年
以
内
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
建
て

て
お
か
な
い
と
、
現
在
の
厳
し
い
経
済
情
勢

を
考
え
る
と
先
行
き
は
ま
す
ま
す
厳
し
く
な

る
。

・
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
招
か
な
い
よ
う
に
、

最
初
は
住
民
の
た
め
の
事
業
を
す
る
べ
き
で

あ
り
、
市
庁
舎
に
つ
い
て
は
、
将
来
、
財
政

的
に
基
盤
が
確
立
し
た
と
き
に
建
て
れ
ば
よ

い
。

・
最
初
に
住
民
が
ど
の
よ
う
な
も
の
を
望
ん
で

い
る
の
か
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

・
合
併
の
原
点
は
、
住
民
に
行
政
サ
ー
ビ
ス
が

じ
ゅ
う
ぶ
ん
で
き
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
安
心
と
、
安
定
し
た
生
活
を
望
ん
で

い
る
住
民
に
対
し
、
私
た
ち
は
大
き
な
責
任

を
持
っ
て
い
る
。

「
新
市
の
名
称
の
決
定
方
法
と

事
務
所
の
位
置
」
に
つ
い
て
確
認

こ
の
よ
う
な
協
議
内
容
を
踏
ま
え
、
次
の
と

お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

◆
新
市
の
名
称
に
つ
い
て

﹁
新
市
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
各
市
町

の
名
称
︵
彦
根
、
豊
郷
、
甲
良
、
多
賀
︶
に
、

小
委
員
会
で
候
補
を
選
定
し
た
公
募
に
よ
る
新

た
な
名
称
を
加
え
、
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施

し
、
協
議
会
で
決
定
す
る
。﹂

◆
新
市
の
事
務
所
（
市
役
所
）
の
位
置
に
つ
い
て

﹁
１．

新
市
の
事
務
所
は
、
当
面
既
存
の
建
物

を
利
用
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
位
置
に
つ
い
て

は
既
存
の
建
物
の
規
模
、
利
便
性
、
他
の
行
政

機
関
と
の
位
置
等
を
勘
案
し
、
彦
根
市
元
町
４

番
２
号
︵
現
彦
根
市
役
所
︶
と
す
る
。
当
面
と

は
、
10
年
を
目め

処ど

と
す
る
。

２．

地
方
自
治
法
第
４
条
の
規
定
に
基
づ
き
定

め
て
い
る
合
併
前
の
各
町
の
事
務
所
に
つ
い
て

は
、
支
所
と
す
る
。﹂

ま
た
、
協
議
会
の
確
認
事
項
や
提
案
事
項
に

つ
い
て
は
、
こ
の
「
広
報
ひ
こ
ね
」
と
い
っ
し

ょ
に
配
布
さ
れ
た
「
合
併
協
議
会
だ
よ
り
第
３

号
」
で
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご

覧
く
だ
さ
い
。

「
合
併
協
議
会
」
第
５
回
会
議
を
開
催

昨
年
12
月
25
日
、
多
賀
町
中
央
公
民
館
に
お

い
て
、
第
５
回
の
合
併
協
議
会
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

こ
の
協
議
会
で
は
、
継
続
協
議
と
な
っ
て
い

た
「
新
市
の
名
称
に
つ
い
て
」
と
「
新
市
の
事

務
所
（
市
役
所
）
の
位
置
に
つ
い
て
」、
前
回

提
案
さ
れ
た
「
条
例
、
規
則
等
の
取
り
扱
い
に

新しい市の名前を募集！

第５回合併協議会の結果を踏まえ、「彦根
市・豊郷町・甲良町・多賀町合併協議会」で
は、合併した場合の新しい市の名前を募集し
ています。
この募集は、市民の皆さんに合併について
の関心をより一層高めていただくとともに、
合併の取り組みに対する住民参加を進めてい
くためにもたいへん重要なものです。本市に
お住まい、あるいは通勤、通学している人な
らどなたでも応募できます。
募集期間は２月１日から２月28日までの
１か月間です。この「広報ひこね」といっし
ょに配布された「合併協議会だより第３号」
に掲載されている応募方法をご覧いただき、
そこに印刷された応募はがきなどでどしどし
応募してください。電子メールによる応募も
歓迎します。
問い合わせ先
彦根市・豊郷町・甲良町・多賀町合併協議
会事務局（市役所４階）☎22-1411（内線
429）、FAX22-1398

第５回彦根市・豊郷町・多賀町・甲良町合併協議会


